
諮問番 号：平 成 23 年 度諮問第 1 号  

答  申  

 

第１   審査会の結論  

異 議 申 立 人 (以下 ｢申 立 人 」 と い う ｡）か ら の 情 報公 開 請 求 に 対

して墨田区 長(以下「 諮問庁 」という ｡)が行った非公 開決定 処分は

妥当である。  

 

第２   異議申 立て及び諮問の経緯  

１  申立人 は、平成 23 年 2 月 3 日付 けで諮 問庁に 対し、墨 田区情

報 公開条 例（平成 13 年条 例第 3 号。以下「区情 報公開 条例」

と いう｡） 第 10 条 第 1 項 の規定 に基づき 、「北斎 作と言 われて

い るエビ （漢字）図の実 物 」につ いて閲覧を求め る情報 公開請

求 を行っ た。  

 ２  諮問庁 は、平成 23 年 2 月 17 日 付けで 、「区政情 報非公開決定

通 知書」 を申立人に送付 した。  

 ３  申立人は、平成 23 年 4 月 16 日 付け で 当該処分を不服とする

異 議申立 書を郵送し、平 成 23 年 4 月 22 日付けで 諮問庁に受理

さ れた。  

４  本件異 議申立て の取扱 いについ て、区情報公開 条例第 17 条の

規 定に基 づき、平 成 23 年 5 月 23 日付けで諮問庁から当 審査会

に 諮問が あった。  

  

第３   申立人の主張  

  申 立人は、異議申 立書及 び意見書 により 次のことを主張 し、「北

斎作と言わ れている エビ（ 漢字） 図の実物 」につい て、申 立人が



行った閲覧 請求に対 する諮 問庁の 非公開決 定処分の 取消し を求め

ている。 

１  異議申 立ての趣 旨 

諮問庁 が平成 23 年 2 月 17 日 付け 22 墨活文第 578 号で申立人

に 対して 行った区政情報 非公開決 定処分の取消 しを求め る。  

 ２  異議申 立ての理 由 

   区情報 公開条例 第 2 条第 2 号イ に該当し ないた め｡施設 には建

設 反対意 見も多く、未決 定 。よっ て施設に属して いると は言え

な い。  

３  諮問庁 の理由説 明書に 対する意 見書 

 諮 問 庁 は ､理 由 説 明 書 に お い て 公 開 し な い こ と と し た 理 由を

翻 してい る。理由説明書 中に「区 公開条例第 2 条 第 2 号 イの施

設 に該 当 す る こ とは あ り え ない が、・ ・ ・ 。」 と 記 載 して い る 。 

  

第４  諮問庁 の説明要 旨 

  諮 問庁は 、理由説 明書 、 口頭によ る説明 及び補充理由説 明書に

より、本件 異議申立 てに係 る区政情 報非公 開決定処 分には 何ら違

法又は不当 な点はな いと主 張してい る。そ の内容 は、次の ように

要約される。  

１  区情報 公開条例 第 2 条 第 2 号イ 適用の 妥当性  

開設準 備中の すみだ北 斎美術館が区 情報公開 条例第 2 条第 2

号イの施 設に該 当するこ とはな いが、諮 問庁は、非公開 決定処

分におい て、北 斎作「海 老図」 がすみだ北斎美術館に保 管され

ているた め非公 開とした わけで はなく、 この点で申立人 の主張

の前提は 成立し ない。諮 問庁が 非公開と した考え方は次 のとお

りである。  



   第 1 点 目として は、当 該公開請 求の対 象情報の開示は 、区政

の 監 視 と い う 区 情 報 公 開 条 例 の 本 来 の 目 的 に そ ぐ わ な い か ら

で ある。  

   第 2 点 目として は、貴 重な資料 （作品 ）の保 存のため 、適切

な 環境の もとでの情報開 示が必要 であるからであ る。 

   区情報 公開条例 第 2 条 第 2 号イ で、「歴 史的若しくは文 化的な

資 料 又 は 学 術 研 究 用 の 資 料 と し て 特 別 な 管 理 が さ れ て い る も

の 」が区 政情報から除か れている のは、当該施設 の目的 に応じ

た 管理方 法や閲覧・貸出 し等の 利用方法が当該 施設 条例 等で定

め られ、 その定めに従っ た利用を 行うべきである ことに よると

解 される 。この趣旨を踏 まえると 、脆弱な浮世絵 である本件公

開 請求の対象 情報につい ては、適 切な環境（例 ：美術館 内の特

別 閲覧室 ）のもとでの開 示が求 められる。  

   よって 、区情報 公開条例第 2 条 第 2 号 イに適合するか 否かに

つ いては 、開設している 美術館等 の施設で保管さ れてい ること

を 形式的 に要件とするの は妥当で はなく、資料の 保管等 の状況

に 鑑み、 実質的に判断す べきであ る。 

   本件情 報公開請 求の対 象情報を含む「 すみだ 北斎美術 館」資

料 と し て収 集 し て い る 作 品 群は 、「 浮 世 絵 」 と 呼 ば れ 、 天 然染

料 を用い て制作されてい るもので あるため、温湿 度の変 化や紫

外 線の影 響を受けると 褪 色しやす く、きわめて脆 弱な美 術作品

で ある。 そのため、保管 には、化 学染料を用いて いる油 絵作品

等 と比較 してもより一層 の慎重さ が求められ、美 術品保 管に適

し た 専 用 倉 庫 を 借 り 上 げ て 保 管 す る な ど 美 術 品 収 蔵 庫 に 近 い

保 存ス ペ ー ス で 細心 の 注 意 を払 い 管 理 し て い る と こ ろで あ る 。 

２  倉庫保 存期間中 におけ る公開が 困難で ある理由  



  特別観 覧が可能 となる のは、あ くまで美術館 として開 館し、

設 備・ス タッフなど公開 の態勢が 整えられたうえ でのこ とであ

っ て、開 館に向けて準備 を進めて いる中、個々の 特別観 覧に対

応 できる 段階ではない。  

  また、 本件資料 を保管 している専用倉 庫は、 公開に必 要な環

境 条件（ 職員立会いのも とで安全 に資料を広げら れるス ペース

の 確保及 び紫外線除去照 明装置の 設置等）が整っ ている 場所で

は ない。  

  したが って、現 在の保 管場所で の公開 は不可能 である 。 

３  すみだ 北斎美術 館の建 設につ いて  

   「すみ だ北斎美 術館」は、平成 元年 3 月に墨田区基本 計画の

計 画事業 として定め､直近の墨田 区基本計画（平 成 18 年 3 月策

定 ）にお いてもリーディ ングプロ ジェクトの一 つに位置 づけて

開 設準備 を進めていると ころであ る。異議申立て の理由 に記載

さ れてい る｢施設には反対 意見も 多く未決定｣とい う主張 は、申

立 人の主 観又は誤解であ る。  

 

第５  審査会の判断  

１  区情報 公開条例 第 2 条 第 2 号イ の適用 の可否  

   本件異 議申立て に係る 区政情報 公開請 求の非 公開決定 処分に

つ いて、 諮問庁が非公開 の理由とする区情報公 開条例第 2 条第

2 号イの適用につ いて検討 する。  

区情報 公開条 例第 2 条 第 2 号イは、「墨 田区立 の図書館 、郷土

文 化資料 館その他これら に類する 施設において、 歴史的 若しく

は 文 化 的 な 資 料 又 は 学 術 研 究 用 の 資 料 と し て 特 別 な 管 理 が な

さ れてい るもの」につい ては、情 報公開の対象と なる区 政情報



か ら除外 している。その 趣旨は 、 歴史や文化、学 術研究といっ

た 観点か ら、その資料的 価値に着 目して保有され ている ものに

つ いては、 管理・ 保管に 細心の注 意が払われてお り、こ れを閲

覧 に 供 す る こ と に よ っ て 対 象 資 料 が 汚 損 し た り す る こ と を 避

け るため 、特別な管理の もとに公 開する必要があ ること による

も のと解 される。  

本件対 象資料は 、「すみだ 北斎美 術館」に収蔵する 目的で、す

み だ 北 斎 美 術 館 資 料 収 集 委 員 会 及 び 同 調 査 委 員 会 で の 調 査 検

討を経て 、平成 20 年に 区が取得 したものであり、区民 にとっ

て 重要な 文化財である。 諮問庁に よれば、本件対 象資料 は、天

然 染料を 用いて作成され た肉筆画 であり、温湿度 の変化 や紫外

線 の 影 響 を 受 け 易 い と さ れ て お り ､こ れ を 公 開 する と し た 場 合 、

区 民の貴 重な財産を保全 するため にも、厳重に管 理され た環境

下 での公 開が必要とされ る。  

現時点 において 、「すみ だ北斎 美術館」は開設 が確実に 予定さ

れ ており 、本件対象資料は、厳重 な管理のもとで 保管さ れてい

る ところ である。  

これらの事情を 総合的 に判断 すると、 本件対 象資料は 、墨田

区 立の図 書館、郷土文化 資料館そ の他これらに類する施 設にお

い て、歴 史的若しくは文 化的な資 料又は学術研究 用の資 料とし

て 特別な 管理がなされて いるもの であると認めら れ、区 情報公

開 条例第 2 条第 2 号イの 規定に該 当する。 

なお、「区 民の知 る権利の 保障」とい う見地 からす れば、区の

保 有する 資料は、できる だけ区民 に公開すべきで あるこ とはい

う までも なく、当審査会 としても 、本件対象資料 につい て、適

切 な方法 で閲覧が可能で あれば、 出来うる限り公 開して 閲覧に



供 すべき であると考える 。  

２  結論 

   本件非 公開決定 処分に ついて は､｢第 １  審査会の結論｣のとお

り 判断す る。  

 

第６  審査の経過  

   審査会 は、本件 諮問について、 以下の ように審査した 。 

平成 23 年 5 月 23 日  ･諮 問  

平成 23 年６月 8 日  ･諮 問庁か ら理由説明書を 収受  

平成 23 年 6 月 22 日  ･申 立人か ら意見書を収受  

平成 23 年 7 月 1 日 (第 1 回審査会)  

･諮 問庁か ら口頭に よる説 明を聴 取  

          ･審査  

平成 23 年 8 月 5 日 (第 2 回審査会)  

  ･審 査  

平成 23 年 9 月 7 日      ･諮問庁から 補 充理由 説明書 を収受 

平成 23 年 9 月 20 日 (第 3 回審査会) 

   ･審 査  

平成 23 年 11 月 7 日   ･答申確定 

 

(答申に関与し た委員 の氏名）  

 礒野弥生、安 達和志 、阿部博道、木 ノ内建造 、高畠 敏秀 

 

 


